
所得段階 世帯 基準額×調整率 年額

( 基準額×０．５０ ) ( ３９,０００ )

( 基準額×０．７５ ) ( ５８,５００ )

( 基準額×０．７５ ) ( ５８,５００ )

第４段階 課税年金等収入金額が８０万円以下の方 ７０,２００

第５段階
〔基準額〕

課税年金等収入金額が８０万円超の方 ７８,０００

第６段階 合計所得金額が１２０万円未満の方 ９３,６００

第７段階 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方 １０１,４００

第８段階 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方 １１７,０００

第９段階 合計所得金額が３２０万円以上の方 １３２,６００

※課税年金等収入金額と合計所得金額は、前年（１月１日から１２月３１日まで）のものです。

※第１～３段階のカッコ内は、保険料が軽減される前の金額です。

３９,０００
第２段階 課税年金等収入金額が８０万円超１２０万円以下の方

第３段階 課税年金等収入金額が１２０万円超の方
基準額×０．７０ ５４,６００

２３,４００

(円)

本　　　　人

第１段階

住民税
非課税

住民税
非課税

・生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者の方
基準額×０．３０

・課税年金等収入金額が８０万円以下の方

基準額×０．５０

住民税
課税

住民税
非課税

基準額×０．９０

基準額×１．００

住民税
課税

基準額×１．２０

基準額×１．７０

基準額×１．３０

基準額×１．５０

 
 
 

                                                                                              保存版 Ｒ４ 

 
 
 

介 護 保 険 の お 知 ら せ 

 
 
 

 町民の皆様には、「介護保険」の推進につきまして日頃よりご理解ご協力をいただき深
く感謝申しあげます。 

 介護保険料は、介護サービスを必要とする方の人数や、給付費（介護保険サービスを利
用した際に町から支払われる費用）等を予測して三年に一度見直しを行うこととされてお
り、令和３年度から令和５年度までの保険料基準額が下記のとおり決められています。介
護保険を維持継続するために必要不可欠なものとなっておりますので、皆様のなお一層の
ご理解とご協力をお願い申しあげます。 

 
 

〇令和３年度から令和５年度までの保険料基準額 

   基準年額７８，０００円  （基準月額６，５００円  所得段階５段階の額）  

〇第１～３段階の方の保険料は、公費投入（国、県、町が負担）により軽減されます。 

  
 

保険料は「基準額」をもとに所得等によって次のように分かれます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

介護保険料の納め方 

 

 ６５歳の誕生日を迎えられた方には、はじめは納付書に 

より納付していただくことになります。後に、年金からの 

天引きを開始する際には事前にお知らせいたします。 

 

【お問い合わせ先】役場 健康保険課 国保介護班 

           電話 ０１７３－２２－２１１１ 


